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はじめに

我が国の観光産業は、1960（昭和35）年
頃の高度経済成長期を境に、東京オリン
ピックや万博の開催、新幹線や高速道路、
大型飛行機の導入などの交通インフラの高
次化、そして所得増加によりQOL（生活
の質）が向上し、オイルショックの影響は
あったものの、団体旅行（マスツーリズム）
が主流となって観光客が日本各地を潤し、
海外旅行（アウトバウンド）も全盛となっ
た（写真１）。

また、1990年初頭のバブル崩壊および世
界的なインターネットの大衆化を機に、旅
行スタイルは、グループや個人旅行へと変
化し、訪日外国人旅行（インバウンド）が
主流に置きかわるなど、あらためて国内の
観光資源に光が注がれることとなり、2005

（平成18）年には「観光立国推進基本法」
が制定され、我が国における観光立国戦略
がスタートすることとなったが、脆くも「自
然の脅威」に打ちのめされるのである。

そのような千変万化する時代背景にあっ
て、地方の観光温泉地が、いかにして困難
を乗り越え、持続可能な地域を構築するた
めに奮闘して来たかを、我が土湯温泉とい
う小さな温泉観光地をモデルとして次に記
していく。

１  土湯温泉の概要

弊社の所在する福島市土湯温泉町は、福
島県の中通り北部に位置し、JR福島駅か
らバスで45分、東北自動車道福島西ICから
車で20分の距離にあり、陸域では我が国で
２番目の大きさを誇る磐梯朝日国立公園

（吾妻連峰）の大自然に抱かれ、古くは、
旧会津街道の宿場町であると同時に湯治温
泉場としても栄えてきた。

自然エネルギーによる観光地再興
～温泉と河川という地域資源、
　そしてエビの養殖がもたらす未来～

温泉の温暖化対策事例紹介

写真１　 昭和40年頃の土湯温泉内を走る
団体観光バスの列
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その景観は、磐梯朝日国立公園を源流と
し、日本一水質の綺麗な清流にも選ばれて
いる一級河川荒川の谷間に旅館が立ち並
び、環境省より国民保養温泉地としても指
定された、開湯1,400年の歴史を誇る観光
温泉地である（写真 ２）。

2   ゼロカーボンへの先駆と 
国立公園との共存

2011年３月11日の東日本大震災と原発事
故により、土湯温泉は発災域内で最も被害
を受けた地域の一つでもある。元々小さな
集落ではあるが人口は流出し、中心部に16
軒あった旅館のうち５軒が廃業を余儀なく
された。

この時を境に、国のエネルギー政策は大
きなパラダイムシフトを迫られ、脱原発か
ら再エネ普及の大号令を経て、発災より10
年目の佳節となった2021年の４月には、
2030年にCO2排出量を2013年度比で46％減
らすとの方針が時の首相より示され、「2050
年カーボンニュートラル」の本格的な実現
に向け大胆に舵を切ることとなった。

そうした意味において、震災と原発事故
により温泉街全体が３日間もの停電を余儀
なくされた経験をきっかけとし、これから
のエネルギーのあり方について価値観が覆
され、「再生可能エネルギーの地産地消化

で温泉街に活力を取り戻す」ことを町全体
のスローガンに掲げ、その実現に向け、既
に2011年から具体的な検討および取り組み
を住民参加型で開始することとなった。地
元の観光協会と温泉組合の出資を受けて

「復興まちづくり会社」として誕生した弊
社は、脱炭素社会を推し進める地方版ベン
チャーとしてのパイオニア的存在であると
考えている。

一方で、弊社の再エネ事業は、磐梯朝日
国立公園の景観や自然体系を崩すことな
く、逆に自然公園の豊かな恵みを享受させ
ていただくという姿勢を貫き、「自然との
共存」も掲げながら守り進めてきた。ゼロ
カーボンの推進には自然を侵さなければ成
立しない負の面が存在することも否めな
い。よって、我々は、国立公園の自然環境
を守り育てることで「CO2の吸収能力を高
める」こと自体が、カーボンニュートラル
の推進には最重要であることを忘れてはい
ない（写真 ３）。

３   復興をかけた２つの発電事業

我が町（弊社）が手掛けた再エネ事業は、
温泉熱を利活用した地熱発電所である。従
来型の地熱発電設備は、おおむね200℃以
上の高温・高圧の蒸気が噴出する坑井が必
要だが、土湯温泉では、100℃以上の熱水

写真 ２ 　土湯温泉の全景 写真 ３ 　温泉街の中心部を流れる滝と紅葉
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であれば利用できる「バイナリー発電」と
呼ばれる方式で発電を行っているため、新
たな井戸を掘削する必要がない。また、土
湯温泉の16号源泉から湧き出る139℃の温
泉水を蒸気と熱水に分離したうえで、沸点
が水より低いペンタンという媒体を使用
し、温泉の熱水で気化させてタービンを回
す仕組みとなっており、温度が下がった温
泉水は成分が変わらないことから旅館など
の施設に供給することが可能。こうした背
景が、開発に対する地域の理解につながっ
ている。

温泉バイナリー発電所は、３つの行政の
補助・支援制度を活用した。環境省の2011
年度「再生可能エネルギー事業のための緊
急検討委託業務」を受託し、温泉資源量や
自然条件を調査し、最適なバイナリー発電
事業の規模とした。建設事業費は約６億
3,000万円。このうち１割は、経済産業省「再
生可能エネルギー発電設備等導入促進支援
対策事業補助金」の補助を活用。残りの９
割は金融機関からの借入だが、借入額の８割

（５億5,700万円）については、JOGMEC（石
油天然ガス・金属鉱物資源機構、現：エネ
ルギー・金属鉱物資源機構）の債務保証を
受けることで創業のリスクでもある多額の
イニシャルコストを捻出することができた。

また、米オーマット社が開発した発電設
備を採用し、発電所の設計・建設はJFEエ
ンジニアリング（株）が請け負った。年間発
電量は約260万kＷh。これは、一般家庭約
800世帯の年間消費電力量に相当する。
2015年11月に運転を開始し、発電した電力
は内部で消費した後の余剰電力350kＷ分
を再エネの固定価格買取制度を利用して東
北電力等に売電。買取期間は15年間。その
売電収入額は約１億円である。

バイナリー発電所のほかに、一級河川「荒
川」の支流である東鴉川の河川水と、国直
轄の東鴉川第３砂防堰堤（有形指定文化財）
を利用した小水力発電所が2015年４月に竣

工。有効落差44.4ｍで年間発電量は約90万
kＷhとなり、約200世帯に相当する。「福
島県市民交流型再生可能エネルギー導入促
進補助金」を活用し、発電所内に体験学習
施設も整備。こちらも順調に稼働している。
温泉バイナリー発電と小水力発電という２
つの発電事業は「復興および脱炭素の先駆
事例」として、全国から注目を集めている

（写真 ４、 ５）。

4   体験学習施設とエビ養殖事業

こうした再エネの実稼働は全国的にも珍
しく、脱炭素社会の実現をフォローアップ
する意味では「理解促進」も重要である。
2016年５月には、経済産業省（東北経済産
業局）より「第１回平成28年度地熱開発理
解促進関連事業支援補助金」を上限の1.8
億円で採択を受け、再エネ理解促進のため

写真 ４　温泉バイナリー発電所

写真 ５　小水力発電所
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２つの事業を進めた。
１つは既存の16号源泉バイナリー発電所

の「地熱利活用体験学習施設」の設置であ
る。これは発電後の温泉管埋設備による「無
散水型ロードヒーティング機能」を有した
展望デッキであり、温泉の安定供給のため
に放流されている排湯を使用し融雪を実
施。季節を問わず安全に施設見学ができる
ようにとの思いが込められている。

これにより産業観光施設である温泉バイ
ナリー発電所をより安全にご覧いただける
ようになり、将来的には源泉地域を大きな
観光拠点とし、県内外からの教育旅行の誘
致も企画している。

２つ目は「養殖水槽施設」を整備し、熱
水の利活用と地熱開発の理解を促進させ
た。養殖するのは東南アジア原産の「オニ
テナガエビ」で、高級食材としても知られ
ており、事業には「湯快な土湯温泉エビ養
殖事業」と名付け、源泉地域内の約360㎡
の中に50ｔ分の養殖設備を導入した（写真
６）。

バイナリー発電後で使った媒体の冷却水
（約21℃）と温泉供給の際に発生する廃湯
（約65℃）を利用し、養殖用水を25℃前後
に温める熱交換設備を導入。水槽は一定の
温度を保ちながら、常時かけ流し状態にで
き、媒体の冷却水が25℃前後の場合は、電
力を一切使わないエコシステムになってい
る。

水槽の水温管理に光熱費がかかり費用対
効果が極めて非効率のため、2021年８月現
在、国内では珍しいオニテナガエビ養殖場
となっている。

5   売電収入の地元還元と 
観光地域づくり

冒頭でも申し上げたとおり、弊社は一般
企業とは異なり、その性質は「復興まちづ
くり会社」である。よって、観光地である
土湯温泉の発展と、そこに住み暮らす人々
の幸福のために尽力する使命があり、ここ
では売電による利益を還元し、地域の活性
化を試みる具体的な取り組みを紹介する。

まずは、地元住民のバス定期代として還
元する取り組みを行なっており、福島市街
地と土湯温泉間のバスを利用している地元
高校生や高齢者の定期代として支給してい
る。

次に、再エネ事業や温泉熱利用の養殖事
業など「エコツーリズム」を実施し、見学
会や視察、各種研修会など全国からお越し
いただくことで町の賑わい回復に貢献して
いる（写真 ７）。

コロナ禍以前は県内外から年間2,500人
程の方々が来訪し、その６割が町内の旅館
に宿泊している。

最後に空き家対策と名所名産ブランディ
ング戦略である。2020年12月には、温泉街

写真 ６ 　養殖されているオニテナガエビ 写真 ７ 　発電所見学会の様子
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の中心部にある廃屋を解体し、全国でも珍
しい「エビ釣りカフェ」を新設した。近隣
のソーラーシェアリングで収穫された蕎麦
粉を使用したガレットや発酵食フードを提
供するなど、すべてに「美と健康と再エネ」
というキーワードでストーリーをつなぎ、
新たな観光ブランディングを図っている

（写真 ８、 ９）。

おわりに

持続可能な地域を創るための再エネ事業
はもちろんのこと、こうした地域貢献への
取り組みこそが、弊社が「何のため」に存
在するかの示唆であり意義である。今後も、
得られた収益は、観光振興や自然環境の保
全、住民の暮らしを守るために活用し、豊
かな地域の創造に貢献してまいりたい。

写真 ８　エビ釣りカフェ外観 写真 ９　エビ釣りをする様子
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